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導入の背景
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◎電子申請・届出システム導入の背景・目的

介護サービス事業者の文書に係る負担を軽減させる観点から、介護保険法

施行規則の改正が行われ、新規指定や更新申請、変更届出、加算に関する

届出等の手続きは、原則として電子申請・届出システムを使用する旨等が

規定されました。

令和８年度以降はすべての地方公共団体において、電子申請・届出システ

ムを通じた申請・届出の受付が原則となります。

介護サービス事業者および指定権者双方の負担軽減
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ただし、本市においては、当面の間、従来どおりの紙及びメールによる申請書の受付も可とします。




メリット
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電子申請届出システムを利用するメリット

申請届出のための時間が短くなります

・窓口へ持参したり、郵送する必要がなく、インターネットですぐに申請・届出が可能

時間を気にせず、いつでも申請できます

・シフト勤務の場合、平日夜や土日にも提出することが可能

簡単に申請内容を作成できます

・過去の情報を利用して、様式や付表の一部の内容が自動で入力

様式を探す必要なく、すぐに入力できます

・申請・届出の種類ごとに全国共通の様式で入力が可能

申請状況をシステム上で確認できます

・地方公共団体側の受付ステータス（申請（届出）済／受付中／受付済／差戻し）をいつでも確認が可能
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電子申請・届出システムの概要

- 6 -

1038
テキストボックス
- 5 -




- 7 -

1038
テキストボックス
- 6 -




システムの利用方法
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機能 概要

①ＧビズIDによるログイン 介護サービス事業所が「GビズID」を用いて指定申請等機能にログインする。
※GビズID・・・行政手続等において手続を行う法人等を認証するための仕組み

（法人・個人事業主向け共通認証システム）

②申請・添付ファイルの提出 介護サービス事業所は、オンラインにより新規指定申請、変更届出、更新申請等に
ついて、提出に必要な項目を入力、またファイルをアップロードし、提出を行う。そ
の他、以下を行うことができる。
●提出した申請・届出の様式一式をダウンロードし、印刷すること。
●加算の届出等について、添付書類としてアップロードして提出すること。
●提出した申請・届出の受付状況を申請一覧上で確認すること。
●新たな申請・届出を行う際には、前回の申請情報に基づいて入力内容がプリセッ
ト表示されること。

③受付完了・差戻し通知 指定権者は介護サービス事業所の提出した申請・届出等の内容に不備がないこと
を確認し、介護サービス事業所へ受付が完了した旨を通知する機能。その他、以下
を行うことができる。
●提出内容に不備がある場合に申請者に差し戻すこと。
●受付完了又は差戻しの通知時に、受付結果のコメントの記入やファイルを添付す
ること。
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電子申請・届出システムを利用するためには、ＧビズＩＤ（プライム又はメンバー）が必要です。

ＧビズＩＤを使用し、システムへログインします。（ログインURL:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/)

ＧビズＩＤは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。１つのIDアカウントにより複数の行政サービスを利用

できます。アカウントの作成等については、https://gbiz-id.go.jp/top/をご確認ください。

※介護サービス事業者経営情報データシステムの利用等で、すでに取得されている場合は、そのＩＤによりログイ

ンが可能です。

ＧビズＩＤに関する電話での

お問い合わせ先:0570-023-797

（ログイン画面）

①ＧビズIDによるログイン
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（メニュー画面）

②申請・添付ファイルの提出

該当する申請メニューを選択し、システム

に沿って、入力及び書類の添付をしてくだ

さい。

操作マニュアル、操作ガイド等については、

システム内の右上の「ヘルプ」から最新の

ものをご確認ください。

厚生労働省のＨＰに説明動画が掲載されて

いますので、参考にしてください。

（厚生労働省ＨＰ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
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（申請届出状況確認画面）

③受付完了・差戻し通知

提出後は、申請届出状況確認画面で、ス

テータスを確認してください。

ステータス 詳細

一時保存 提出前に一時保存した状態

申請（届出）済、
未受付

提出した状態
この状態であれば、「取下げ」が可能

取下げ済 取下げした状態。再入力が可能

受付中 指定権者が受付開始した状態
事業所で取下げができない状態

受付済 指定権者が問題ないと判断し、処理が
終えた状態

差戻し 指定権者が不備等があると判断した状
態。修正後、再申請が必要

却下 指定権者が提出を受け付けなかった状
態で、再申請はできない
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